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お盆期間中など、通常のご予定を変更される方

は、早めのご連絡をお願い申し上げます。 

今
年
の
梅
雨
は
シ
ト
シ
ト
と
降
り
続
く
梅
雨
空
と
、
突
然
の

雷
雨
や
局
地
的
な
豪
雨
で
、
洗
濯
物
や
お
出
か
け
に
困
る
場
面

が
多
か
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
が
、
皆
様
は
い
か
が
お
過
ご
し

で
し
た
で
し
ょ
う
か
。 

夏
に
入
っ
て
も
、
突
然
の
雷
雨
や
豪
雨
は
続
く
よ
う
で
す
。

急
な
天
候
の
変
化
、
熱
中
症
や
夏
バ
テ
に
負
け
ず
、
元
気
に
夏

を
乗
り
越
え
て
い
き
た
い
も
の
で
す
ね
。 

さ
て
、
今
回
の
エ
メ
ラ
ル
ド
通
信
で
は
、「
エ
メ
ラ
ル
ド
広
場
」

で
の
作
品
紹
介
を
始
め
、
平
成
２
７
年
度
か
ら
施
行
さ
れ
た
介

護
保
険
法
の
改
正
内
容
を
わ
か
り
や
す
く
解
説
し
た
特
集
な
ど

を
ご
紹
介
し
て
い
ま
す
。
少
し
で
も
皆
様
の
お
役
に
た
て
れ
ば

幸
い
で
す
。 

ま
た
、
「
エ
メ
ラ
ル
ド
広
場
」
へ
の
作
品
応
募
は
も
ち
ろ
ん
、

今
後
伝
え
て
欲
し
い
情
報
や
、
ご
意
見
・
ご
感
想
な
ど
が
ご
ざ

い
ま
し
た
ら
、
お
気
軽
に
お
問
合
せ
下
さ
い
。 

エ
メ
ラ
ル
ド
通
信
が
よ
り
良
い
も
の
に
な
る
よ
う
、
努
力
し
て

い
き
ま
す
。 

い
つ
も
エ
メ
ラ
ル
ド
サ
ポ
ー
ト
を
ご
利
用
い
た
だ
き
ま
し
て
あ
り
が
と
う
ご
ざ

い
ま
す
。 

ご
利
用
者
様
の
中
に
は
、
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
中
で
思
う
こ
と
や
、
改
善
し
て

ほ
し
い
点
な
ど
、
様
々
な
ご
意
見
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。 

そ
ん
な
皆
様
の
ご
意
見
を
頂
戴
し
た
く
、「
ご
利
用
者
様
満
足
度
調
査
ア
ン
ケ

ー
ト
」
の
実
施
を
予
定
し
て
お
り
ま
す
。 

ヘ
ル
パ
ー
訪
問
時
に
ア
ン
ケ
ー
ト
用
紙
を
お
配
り
い
た
し
ま
す
の
で
、
お
手
間

を
お
か
け
い
た
し
ま
す
が
、
何
卒
ご
協
力
を
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。 

尚
、
ア
ン
ケ
ー
ト
の
集
計
結
果
や
ご
意
見
は
、
次
回
の
エ
メ
ラ
ル
ド
通
信
で
ご

報
告
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
ご
報
告
の
際
に
は
、
ご
利
用
者
様
の
プ
ラ
イ
バ
シ

ー
に
十
分
配
慮
い
た
し
ま
す
の
で
、
安
心
し
て
ご
回
答
く
だ
さ
い
。 

不
明
な
点
な
ど
が
ご
ざ
い
ま
し
た
ら
、
お
気
軽
に
担
当
ヘ
ル
パ
ー
ま
た
は
エ
メ

ラ
ル
ド
サ
ポ
ー
ト
事
務
所
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。 
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夏本番！第６号のお届けです 

アンケートへのご協力をお願いします 夏季営業日のご案内 
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皆様の素敵な作品で緑が増えていきます

いつもたくさんのご応募をいただき、ありがとうございます。 

紙面の都合上、紹介しきれなかった作品も随時紹介していきますので楽しみにお待ちください。 

色紙にひまわりの花が咲く作品。 

コチラを向いて大きく開く 2輪のひまわりと、左を向くひ

まわりが 1輪。3輪のひまわりが色紙の中でバランスよく

咲いています。 

葉にはグラデーションが入っていて、とてもキレイですね。 

花の中心が格子模様になっていてとても細やかな手作業を

感じる折り紙作品です。 

利用者：S様提供 

はみだし豆知識 

「ひまわりは太陽の方を向いて咲く花」と言われますが、実は

ひまわりが太陽を向くのは成長中の若い花だけ。成長期が終わ

り、大輪の花を咲かせる頃のひまわりの多くは東を向いて咲い

ているんですよ。 

朝の風景の中、「声なき声が聞こえてきます」と

短歌とともにお便りをいただきました。 

日々季節を感じ、声なき声に耳を傾ける。 

とても素敵な歌ですね。 

利用者：K様提供 

はみだし豆知識 
ツツジは漢字で「躑躅」と書きます。 

「足」という文字が入っていますが、中国では 

この漢字に「行っては止まる」という意味があります。 

ツツジにこの漢字を使う理由としては、 

「歩いている人がつい足を止めて見入ってしまう」 

という説があるそうです。なんとも魅力的な花ですね。 

中国の詩人、長嘏（ちょうか）の詩を書にした作品

です。 

難しさを感じながらも、書を楽しむ感覚に浸かりな

がらの作品だったそうです。 

スタッフ：Oさん提供 

はみだし豆知識 
この漢詩を訳すと、 

独り、江辺（カンビョン）の楼に上れば思いは果て無く広がっていく 

月の光は水のように澄み渡り、水は天まで連なるように流れている 

共に来て月を楽しんだあの人は、今はどこへ行ってしまったのか 

この風景だけは去年と変わらずに見えているのに 

という詩になります。 

なんだか切ない詩ですね。 

団
地
庭 

つ
つ
じ
が
盛
り 

吾
が
耳
に 

花
の
声
聞
く 

朝
の
始
ま
り 
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新しく始まった介護保険制度は、今までの介護保険制度と何が違うの？ 

そんな疑問にお答えするため、改正内容のポイントをわかりやすくまとめました。

 

今までも特養に入所できる方は要介護の度合いが高い方が優先的になっていましたが、これ

まで以上に優先的に入所できるようになります。 

Q．要介護 1・2の人は特養に入所できなくなるの？ 

A．要介護 1・2の方も特例的に入所が認められる場合があります。 

Q．どんな場合に入所が認められるの？ 

A．例えば、 

① 認知症で日常生活を送るのに困難な状態が頻繁に続いている 

② 知的障害・精神障害等で日常生活を送るのに困難な状態が頻繁に続いている 

③ 深刻な虐待等が疑われ、心身の安全・安心の確保が困難な状態である 

④ 単身世帯等で家族などの支援が得られず、地域の介護サービスも供給不足である等の考慮

事項が認められた場合は、要介護 1・2の方でも特養への入所が可能です。 

Q．もし入所したい場合、特別な手続きはいるの？ 

A．特別な手続きは要りません。 

ただし、入所申込書の中で特例と認められるような状態を記入する必要があります。 

その後、入所可否の判断は施設と市町村の判断に委ねられます。 
※ 入所可否の判断材料として、施設や市町村から別途必要書類などが求められる場合があります。 
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今までは、所得に関わらず介護サービスの自己負担は一律１割でしたが、今後は、一定の所

得を超える方の自己負担が 2割になります。 

Q．実際に２割負担に該当するのはどんな人？ 

A．以下の条件にすべて当てはまる方が２割負担の該当者です。 

① ６５歳以上の第１号被保険者 

② 本人の合計所得金額が１６０万円以上で、年金収入を加えると２８０万円以上になる 
※ 年金収入だけで２８０万円以上の方も対象。 

※ 同世帯に６５歳以上の第１号被保険者が２人以上（本人を含む）いる場合は、３４６万円以上。 

Q．１割負担から２割負担に変わった人は、毎月の費用が２倍になるの？ 

A．月々の自己負担額には上限があります。上限を超えた部分には「高額介護サービス費」が

支給されるので、毎月の費用がすべて２倍になるとは限りません。 

Q．自分の負担割合を確認するにはどうすればいいの？ 

A．毎年 6～7月頃、市町村から「負担割合証」が郵送で送られてきます。 
※ サービスを受ける際には、「介護保険被保険者証」と一緒に、「負担割合証」の提出が必要になり

ます。 



 _5  平成２７年 夏 

 

所得ごとに区分されている自己負担額の上限の中に、「現役並み所得相当の方がいる世帯」と

いう高所得者向けの区分が加わりました。 

Q．そもそも、高額介護サービス費の上限にはどんな区分があるの？ 

A．高額介護サービス費の上限には以下の区分があります。 

区分 月々の負担上限額 

現役並み所得相当の方がいる世帯（新設） ４４，４００円（世帯） 

住民税を課税されている方がいる世帯 ３７，２００円（世帯） 

全員が住民税を非課税にされている世帯 ２４，６００円（世帯） 

 老齢年金を受給されている方 

 前年の合計所得金額と公的年金等収入額

の合計が年間８０万円以下の方など 

２４，６００円（世帯） 

１５，０００円（本人） 

生活保護を受給している方など １５，０００円（本人） 

Q．「現役並み所得相当」に該当するのはどんな人？ 

A．６５歳以上の方で、課税所得（年金控除・給与控除・経費等、地方税法上の控除金額を差

し引いた後の所得）が１４５万円以上の方です。該当すると思われる世帯には、７月頃、市

町村から「勧奨通知」が送られてきます。 
※ ただし、６５歳以上の方の収入が３８３万円（２人以上は５２０万円）未満の場合は対象外とな

ります。 

※ 「勧奨通知」が届いた対象外の方は、市町村へ申請手続きを行うことで上限を３７，２００円へ
戻すことができます。（上限が３７，２００円に戻るのは、申請手続きの翌月初日からです） 
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介護保険で利用できる施設（介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護療養型保健施設）やシ

ョートステイを利用する方の食費・部屋代について、低所得者の方には負担軽減が行われていま

したが、その判断基準で配偶者の取り扱いに変更がありました。また、在宅で暮らす方や保険料

を負担する方との公平性を高めるため、一定額以上の預貯金等の資産がある低所得者の方は負担

軽減の対象外となります。 

Q．配偶者の取り扱いはどんなふうに変わったの？ 

A．配偶者が市区町村民税を課税されているかどうかが確認され、課税されている場合は負担軽減

の対象外となります。この時、配偶者との世帯が別でも対象外となります。 
※ 婚姻届の提出がない事実婚の相手も配偶者として含まれます。 

※ DV防止法における配偶者からの暴力がある場合や、配偶者の行方不明等の場合は取扱いから除外

されます。 

Q．どうして配偶者の取り扱いが変わったの？ 

A．民法上、配偶者の方も他のご親族の方以上に家計を支えあうことを求めていることから、配偶

者の取り扱いが変更となりました。 

Q．一定額以上の預貯金等や資産ってどれぐらいの金額なの？ 

A．配偶者がいる方の場合、合計２，０００万円。配偶者がいない方の場合、１，０００万円です。 

Q．「預貯金等」にはどんなものが含まれるの？どうやって確認するの？ 

A．「預貯金等」に含まれるものと、その確認方法は以下の通りです。 

「預貯金等」に含まれるもの 
（資産性があり、換金性が高く、価格評価が容易なもの） 

確認方法 

預貯金（普通・定期） 
※負債（住宅ローン等は預貯金から差し引かれます） 

通帳の写し 
（インターネットバンクの場合、口座残高ページの写し） 

有価証券（株式・国債・地方債・社債等） 
証券会社や銀行の口座残高の写し 
（ウェブサイトの写しでも可） 

金・銀等、時価評価額が容易に確認できる貴金属 
※積立購入のものも含みます 

購入先の口座残高の写し 
（ウェブサイトの写しでも可） 

投資信託 
信託銀行、証券会社や銀行の口座残高の写し 
（ウェブサイトの写しでも可） 

タンス預金 自己申告 

※ 各種口座残高の写しは、申請日の直近２カ月以内のものが必要です。 

※ 生命保険、自動車、腕時計・宝石など時価評価額の確認が困難な貴金属、絵画、骨董、家財などは

「預貯金等」に含まれません。 

※ 不正に負担軽減を受けた場合、それまでに受けた負担軽減額に加え最大２倍（負担軽減額と併せる
と最大３倍）の加算金を求められる場合があります。 

Q．今回の制度改正で、食費や部屋代を負担すると生活が苦しくなる人はどうすればいいの？ 

A．以下の条件等にすべてに当てはまる方は、市町村へ申請することで、自己負担額に上限を設定

することが出来ます。 

① ２人以上の世帯の方 

② 世帯の年間収入から施設の自己負担額（食費、部屋代等）の見込額を差し引くと、８０万円以

下になる方 

③ 世帯の現金、預貯金等の合計が４５０万円以下の方 
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特別養護老人ホームの相部屋（多床室）に入所する方（ショートステイを含む）のうち、市区町村

民税課税世帯の方等については、新たに「室料相当」を負担することになりました。 

Q．どんな人が対象になるの？ 

A．以下の条件にすべて当てはまる方が対象になります。 

① 特別養護老人ホーム、ショートステイ（短期入所生活介護・予防短期入所生活介護）を利用し

ている方 

② 相部屋（多床室）を利用している方 

③ 食費・部屋代の負担軽減を受けていない方 

Q．いくら値上がるの？ 

A．具体的な部屋代については、施設により異なりますので、個別に各施設へお問い合わせくださ

い。 

尚、低所得の方の基準額については、１日当たり３７０円から８４０円へ変更になります。 

Q．どうして見直しが行われたの？ 

A．今まで、相部屋（多床室）を利用する場合、「室料相当」に当たる部分は介護保険が適用されて

いましたが、自宅で暮らしている方や個室利用の方は自己負担となっていました。 

そこで、公平性を高めるために今回の見直しが行われることになりました。 


